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議案第 ５３号

川口市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）の一部を次の

ように改正する。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項に見出しとして「（川口市伝染病患家消毒旅費支給条例の廃止）」を

付する。

附則に次の１項を加える。

（防疫作業手当の特例）

３ 第３条の規定にかかわらず、当分の間、職員が次に掲げる業務に従事したとき

は、従事した日１日につき３，０００円（感染者（新型コロナウイルス感染症（

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の

２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項において同じ。

）に感染し、又は感染が疑われる者をいう。以下この項において同じ。）の身体

に接触し、又は感染者に長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずるもの

として市長が別に定める業務に従事したときは、４，０００円）を防疫作業手当

として支給する。

(1) 第３条第１号及び第２号に規定する業務（新型コロナウイルス感染症に係る

ものに限る。）

(2) 前号に掲げる業務に準ずるものとして市長が別に定める業務

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川口市職員の特殊

勤務手当に関する条例（以下「新条例」という。）附則第３項の規定は、令和２

年１月２７日から適用する。

（経過措置）

２ この条例による改正前の川口市職員の特殊勤務手当に関する条例第３条の規定

に基づいて支払われた新条例附則第３項第１号に掲げる業務に対する防疫作業手

当は、同項の規定に基づく防疫作業手当の内払とみなす。
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令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ５４号

川口市税条例の一部を改正する条例

第１条 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第２４条第１項第２号中「、寡夫又は単身児童扶養者」を「又はひとり親」に

改める。

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「

寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２

第４項」に改める。

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３号を

削り、第４号を第３号とする。

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５

項及び第１１項」に改める。

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第

４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これ

を」を削り、「課する」の次に「ことができる」を加え、同項に後段として次の

ように加える。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければならない。

第５４条第６項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、

同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に改め、「みな

す」の次に「ことができる」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に

次の１項を加える。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在

が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者
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とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することが

できる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじ

め、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。

第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３

４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第

３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「

第３４９条の３第２９項」に改める。

第７４条の２の次に次の１条を加える。

（現所有者の申告）

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から

３月を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人と

の関係

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当

該個人の住所及び氏名

(3) 土地にあっては、その所在及び地番

(4) 家屋にあっては、その所在及び家屋番号

(5) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。

第９７条第２項に次のただし書を加える。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するも

のとする。
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第９７条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）」を加える。

第１５１条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項か

ら第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項

」を「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第

２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。

附則第４条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基

準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「。以下この条」を「。以下

この項」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」

を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「

延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各

年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合」を「その年における当該加算した割合」に改める。

附則第５条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。

附則第９条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。

附則第１１条中「又は法」を「又は」に改める。

附則第１１条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」

を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を

同条第３項とし、同項の次に次の１項を加える。

４ 法附則第１５条第３０項第１号イに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。

附則第１１条の２第５項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５

条第３０項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」

を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第３

３項第１号ハ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同条第８項中「附

則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に、「２分

の１」を「１２分の７」に改め、同条第９項中「附則第１５条第３３項第１号ホ
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」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に、「２分の１」を「１２分の７」に改

め、同条第１０項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０

項第２号ハ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附

則第１５条第３０項第３号イ」に、「１２分の７」を「３分の１」に改め、同条

第１２項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第３０項第３号

ロ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５

条第３０項第３号ハ」に改め、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１

５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第１４項とし、

同条第１６項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、

同項を同条第１５項とし、同条第１７項を同条第１６項とする。

附則第１２条の２の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和元年

度又は令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分又は平成３２年度分

」を「令和元年度分又は令和２年度分」に、「法附則第１７条の２第１項に規定

する修正価格」を「同項に規定する修正価格」に改め、同条第２項中「平成３１

年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和

元年度類似適用土地」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。

附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中「

平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１４条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中「

平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１４条の３中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又

は」に改める。

附則第１６条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成３２年度」を「令和２

年度」に改め、同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日

」に改める。

附則第１８条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項

」を加える。

附則第１８条の２第１項中「平成３２年度」を「令和５年度」に、「同項」を

「同法第３１条第１項」に改め、同条第２項中「平成３２年度」を「令和５年度
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」に改め、同条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。

附則第２０条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中「

平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又は法

」を「又は」に改める。

附則第２１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中「

平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又は法

」を「又は」に改める。

附則第２２条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１

８項」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第２３条の２中「、第１９項、第２２項、第２４項、第３２項、第４４項、

第４８項若しくは第５０項」を「から第２０項まで、第２９項、第３８項、第４

２項、第４４項若しくは第４８項」に、「第３４項」を「第３３項」に、「又は

法」を「又は」に改める。

第２条 川口市税条例の一部を次のように改正する。

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、

同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第

１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及

び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。

第２０条中「及び第４項」を削る。

第２３条第２項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第

２項の表の第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項

の表の第１号」を「同号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４

８条第９項から第１６項まで」に改める。

第３１条第２項の表の第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９

２条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間

又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。

第３４条の５の２第１項中「又は個別帰属法人税額」及び「、当該連結事業年

- 7 -



度分」を削り、同条第２項中「又は個別帰属法人税額」を削り、「第３２１条の

８第５項、第９項、第１２項又は第１５項」を「第３２１条の８第３項、第８項、

第１１項、第１３項、第１７項、第１９項、第２３項又は第２６項」に改め、同

条第３項中「又は連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税

額をいう。以下同じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当

する期間に限る。以下同じ。）」を削り、同条第４項中「又は個別帰属法人税額

」を削り、同条第５項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、

第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及

び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２

項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条

の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３

２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第

６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項

」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を

「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」

を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項

」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第

３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、

「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３

２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第

３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改

め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に

改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３

２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項

」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項

とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項と
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し、同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「

第７５条の５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第

１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「

第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を

「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項

」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７

項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、

「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において

準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１

０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第

２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、

当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第

１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）

」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。

第５２条第４項から第６項までを削る。

第９７条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。

附則第４条の２第２項中「及び第４項」を削り、「これら」を「同項」に改め

る。

附則第５条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項

の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」

を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同条第２項中「又は法第３２１条

の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

附 則
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（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１条中第９７条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改正

規定並びに附則第６条第１項の規定 令和２年１０月１日

(2) 第１条中第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条の２第１項ただ

し書の改正規定並びに附則第４条の２、第５条第１項、第１８条第１項及び第

１８条の２第３項の改正規定並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項の

規定 令和３年１月１日

(3) 第２条中第９７条第２項ただし書の改正規定及び附則第６条第２項の規定

令和３年１０月１日

(4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年

４月１日

（延滞金に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の川口市税条例（以下「新条例」という。）附

則第４条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応す

る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分

は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び第３

６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２
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９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当

するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第

２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。

４ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項

及び同条第２項に規定する申告書について適用する。

５ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（

同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条

例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の川口市税条例の規定中法人

の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「

４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する

法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改

正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この

条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子

法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法

人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において

同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税につい

て適用する。

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始

した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度

をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお

従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定
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資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。

４ 新条例第７４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者である

ことを知った者について適用する。

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５

条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

２ 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった

葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第７条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。

２ 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第

号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第２３条の２の規定の適用に

ついては、同条中「、第４４項若しくは第４８項」とあるのは、「若しくは第４

４項」とする。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 12 -



議案第 ５５号

川口市租税特別措置法関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市租税特別措置法関係事務手数料条例（平成１１年条例第４３号）の一部を

次のように改正する。

第２条第３号中「第３８条の４第２３項」を「第３８条の４第２４項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ５６号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第７２号）の一部を次のように改正する。

第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」

に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう

必要な措置を講じているとき。

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。

第６条第５項中「場合」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を加

える。

第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精

神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合

」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 14 -



議案第 ５７号

川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第７４号）の一部を次のように改正する。

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の

中核市」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ５８号

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第７１号）の一部を次のように改正する。

第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当す

る」に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育

認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育

・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供され

るよう必要な措置を講じているとき。

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。

第４２条第５項中「場合」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を

加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ５９号

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例の一部を

改正する条例

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例（平成３０年

条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第５号中「上り用湯」を「上がり用湯」に改め、同項第６号中「上

り用水」を「上がり用水」に改め、同項第７号中「原湯」を「原湯等」に改め、同

項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。

(8) 集毛器 浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪等を捕集する網状

の装置をいう。

第５条第４項第２号中「、フロント」を削り、同項第３号イ中「上り用湯、上り

用水」を「上がり用湯、上がり用水」に改め、同号エ中「上り用湯及び上り用水」

を「上がり用湯及び上がり用水」に改め、同号オ(ｱ) 中「原湯」を「原湯等」に改

め、同号コ中「調整する」を「調節する」に、「調整箱」を「調節箱」に改める。

第８条第４号を削り、同条第５号イ中「上り用湯及び上り用水」を「上がり用湯

及び上がり用水」に改め、同号を同条第４号とし、同条中第６号を第５号とし、第

７号を第６号とし、第８号を第７号とする。

第９条第３号を削り、同条第４号ア中「上り用湯及び上り用水」を「上がり用湯

及び上がり用水」に改め、同号を同条第３号とし、同条中第５号を第４号とし、第

６号を第５号とし、第７号を第６号とする。

第１０条第１号ア中「上り用湯及び上り用水」を「上がり用湯及び上がり用水」

に改める。

第１１条中「、第４号及び第８号」を「及び第７号」に、「、第３号及び第７号

」を「及び第６号」に改める。

附則第３項中「第８条第５号エからカまで、第９条第４号ウからオまで」を「第

８条第４号エからカまで、第９条第３号ウからオまで」に改める。

附 則

この条例は、令和２年１０月１日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６０号

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例の一部を改正

する条例

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例（平成２９年条例

第７４号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第５号中「上り用湯」を「上がり用湯」に改め、同項第６号中「上

り用水」を「上がり用水」に改め、同項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第

９号を第８号とし、同項第１０号中「原湯」を「原湯等」に改め、同号を同項第９

号とし、同号の次に次の１号を加える。

(10) 集毛器 浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪等を捕集する網

状の装置をいう。

別表第１第９号中「飲料水」を「飲用に適する水」に改め、同表第１４号中「上

り用湯栓及び上り用水栓」を「上がり用湯栓及び上がり用水栓」に改め、同表第１

７号中「水道水以外の水を使用した」を削り、「上り用湯及び上り用水並びに」を

「上がり用湯、上がり用水及び」に改め、同表第１９号中「上り用湯及び上り用水

」を「上がり用湯及び上がり用水」に改め、同表第２０号ア中「原湯」を「原湯等

」に改め、同表第３０号中「調整する」を「調節する」に、「調整箱」を「調節箱

」に改める。

附 則

この条例は、令和２年１０月１日から施行する。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６１号

川口市介護保険条例の一部を改正する条例

川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）の一部を次のように改正する。

附則第１０条の見出し中「平成３１年度及び」及び「の各年度」を削り、同条第

１項中「２２，２７０円」を「１７，５７０円」に改め、同条第２項中「２２，２

７０円」を「１７，５７０円」に、「３６，０８０円」を「２８，２４０円」に改

め、同条第３項中「２２，２７０円」を「１７，５７０円」に、「４５，５００円

」を「４３，９３０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例（附則第１０条の見出しの改正規

定を除く。）による改正後の川口市介護保険条例（以下「新条例」という。）の

規定は、令和２年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 新条例の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料について適用し、平成３１

年度分までの保険料については、なお従前の例による。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６２号

川口市戸塚環境センター施設整備事業者選定委員会条例

（設置）

第１条 川口市戸塚環境センターに整備する廃棄物処理施設の設計、建設及び維持

管理を行う事業者（以下「事業者」という。）の選定を公正かつ適正に実施する

ため、川口市戸塚環境センター施設整備事業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 事業者の選定の基準に関すること。

(2) 事業者の提案の審査に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

（組織）

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委員会が第２条の諮問に対して最終

的な答申を行う日までとする。

（委員長及び副委員長）

第６条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

（会議）

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
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２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（関係者の出席及び資料の提出）

第８条 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その

意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

（守秘義務）

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。

（庶務）

第１０条 委員会の庶務は、環境部において処理する。

（委任）

第１１条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。

（川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例

第９号）の一部を次のように改正する。

別表廃棄物処理施設設置等調整委員会の項の次に次のように加える。

戸塚環境センター施設整備 委 員 長 日額 ７，８００円
事業者選定委員会

委 員 日額 ７，２００円

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６３号

川口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

川口市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条中「譲渡し」を「譲渡し、」に改める。

第６条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改

め、同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死

亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾

病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生

日」に改める。

第１０条第８項中「差引いた」を「差し引いた」に改め、同項第２号中「かつ」

を「かつ、」に改める。

附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに附則第４条第７項第２号及び第８

項中「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。

「
円 円 円

12,400 13,300 14,200

別表中 を10,600 11,500 12,400

8,800 9,700 10,600
」

「
円 円 円

12,440 13,320 14,200

に改め、同表備考第１号中「死亡若10,670 11,550 12,440

8,900 9,790 10,670
」

しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病

の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生

日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例（第４条及び第１０条第８項の改
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正規定を除く。）による改正後の川口市消防団員等公務災害補償条例（次項にお

いて「新条例」という。）の規定は、令和２年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 新条例第６条第２項及び別表の規定は、令和２年４月１日以後に支給すべき事

由の生じた川口市消防団員等公務災害補償条例第６条第１項に規定する損害補償

（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後

の期間に係る同条例第５条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定

する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年

金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（

傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に

係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６４号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 新庁舎２期棟建設に係る庁舎解体ほか工事

２ 工 事 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ５７７，５００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市前川１丁目２６番２２号

株式会社滝口興業

代表取締役 瀧 口 勝 則

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６５号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 青木会館解体工事

２ 工 事 場 所 川口市青木３丁目３番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ４６７，５００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市北原台３丁目１６番３８号

株式会社修和

代表取締役 染 谷 修

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６６号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）ぎ装

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都千代田区外神田５丁目５番１１号 小西ビル１階

長野ポンプ株式会社東京営業所

所長 藤 井 利 男

４ 数 量 １式

５ 取 得 価 格 ３８，３９０，０００円

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６７号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 高規格救急自動車

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市栄町１丁目１６番１２号

埼玉トヨタ自動車株式会社川口店

店長 岩 﨑 邦 夫

４ 数 量 ２台

５ 取 得 価 格 ４１，６９０，０００円

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６８号

損害賠償の額の決定について

次のとおり損害賠償の額を決定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第９６条第１項第１３号の規定により議決を求める。

記

１ 損害賠償の相手方

鴻巣市在住

男 性 ３４歳 他７７名

２ 損 害 賠 償 の 額

２，１４４，５０５円

３ 損害賠償の要旨

市立高等学校及び市立幼稚園に勤務していた臨時的任用教員に対する退職手当

の一部未払いに係る損害賠償の額は、平成２７年度から令和元年度までの退職手

当における調整額加算分の支給漏れに伴う未払い額１６，６４３，９００円につ

いて、対応する退職手当支払期限の翌日から未払い額を支払った令和２年３月１

３日までの年５％の割合による遅延損害金の額２，１４４，５０５円とする。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ６９号

専決処分の承認について

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和元年度川口市一般会計補正予算（第１０号）

令和元年度川口市一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 追 加

款 項 事 業 名 金 額

２ 総務費 １ 総 務 管 理 費 新庁舎建設事業 ７，２４７ 千円

新庁舎開設準備費 ４，９３６

３ 民生費 １ 社 会 福 祉 費 地域生活支援事業 １，８８２

障害福祉サービス事業所施設管理費 １８２

３ 児 童 福 祉 費 一般事務費 １，６９４

４ 衛生費 １ 保 健 衛 生 費 一般事務費 ５２，５３５

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 道路改良事業 ６２，９７５

３ 河 川 費 芝川改修事業 ４７，９７１

４ 都 市 計 画 費 仁志町領家町線街路整備事業 １１，９５７

環状本町飯塚線街路整備事業 ４３，７１０

上青木東西線街路整備事業 １２１，０９５

南浦和前川線街路整備事業 ２６，６５１

芝地区住宅市街地総合整備事業 １８４，８８０

里地区住宅市街地総合整備事業 １３，１３４
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款 項 事 業 名 金 額

９ 消防費 １ 消 防 費 消防自動車購入費 １７２，０００ 千円

10 教育費 ３ 中 学 校 費 中学校施設維持補修費 ７５，４５１

中学校夜間学級建設事業 １８５，０７５

２ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

８ 土木費 ４ 都 市 計 画 費 川口栄町３丁目銀座地区第一種市街 323,496千円 358,456千円
地再開発事業
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議案第 ７０号

専決処分の承認について

令和元年度川口市小型自動車競走事業特別会計補正予算について、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和元年度川口市小型自動車競走事業特別会計補正予算について、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和元年度川口市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第４号）

令和元年度川口市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

３ 施設整備 １ 施 設 整 備 費 オートレース場施設整備費 52,173千円 96,653千円
費
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議案第 ７１号

専決処分の承認について

令和元年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和元年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和元年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

令和元年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 追 加

款 項 事 業 名 金 額

２ 土地区画 ２ 新郷東部第２事業 新郷東部第２事業費 １８，５１３ 千円
整理事業 区 画 整 理 費
費

３ 芝東第３事業 芝東第３事業費 ２２，９９０
区 画 整 理 費

４ 芝東第４事業 芝東第４事業費 １０８，０４０
区 画 整 理 費

７ 石神西立野特定 石神西立野特定事業費 １１１，１９４
事業区画整理費

８ 安行藤八特定事業 安行藤八特定事業費 ４２，５７１
区 画 整 理 費

２ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

２ 土地区画 ９ 里 事 業 里事業費 287,500千円 365,289千円
整理事業 区 画 整 理 費
費

- 35 -



- 36 -



議案第 ７２号

専決処分の承認について

令和２年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和２年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年４月１３日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和２年度川口市一般会計補正予算（第１号）

令和２年度川口市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６０１，８１８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０９，５３１，８１８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20 繰入金 　  10,567,716 　   1,601,818 　  12,169,534

1 基金繰入金 　  10,555,716 　   1,601,818 　  12,157,534

歳 入 合 計 　 207,930,000 　   1,601,818 　 209,531,818

千円 千円 千円

- 39 -



歳　出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

7 商工費 　   4,510,385 　   1,601,818 　   6,112,203

1 商工費 　   4,510,385 　   1,601,818 　   6,112,203

歳 出 合 計 　 207,930,000 　   1,601,818 　 209,531,818

千円 千円 千円
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１　総　括

（歳 入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

２０ 繰入金 　  10,567,716 　   1,601,818 　  12,169,534

　 207,930,000 　   1,601,818 　 209,531,818歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計
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議案第 ７３号

専決処分の承認について

令和２年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和２年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年４月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和２年度川口市一般会計補正予算（第２号）

令和２年度川口市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２，６９０，１４４千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７２，２２１，９６２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 国庫支出金 　  41,289,047 　  62,243,894 　 103,532,941

2 国庫補助金 　   4,773,528 　  62,243,894 　  67,017,422

20 繰入金 　  12,169,534 　     446,250 　  12,615,784

1 基金繰入金 　  12,157,534 　     446,250 　  12,603,784

歳 入 合 計 　 209,531,818 　  62,690,144 　 272,221,962

千円 千円 千円
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歳　出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費 　  15,454,695 　  61,482,214 　  76,936,909

1 総務管理費 　  12,044,719 　  61,482,214 　  73,526,933

3 民生費 　  95,466,246 　     761,680 　  96,227,926

3 児童福祉費 　  41,327,707 　     761,680 　  42,089,387

4 衛生費 　  18,687,024 　     446,250 　  19,133,274

1 保健衛生費 　   8,745,758 　     446,250 　   9,192,008

歳 出 合 計 　 209,531,818 　  62,690,144 　 272,221,962

千円 千円 千円
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１　総　括

（歳 入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

１６ 国庫支出金 　  41,289,047 　  62,243,894 　 103,532,941

２０ 繰入金 　  12,169,534 　     446,250 　  12,615,784

　 209,531,818 　  62,690,144 　 272,221,962歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計
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給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

１　一般職
　（１）総括

給　　　　 与　　　　 費

　　　ア　会計年度任用職員以外の職員
給　　　　 与　　　　 費

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　 分

職員手当

28,239,419

（千円）

33,444,025

28,246,591 33,451,197

区　　分
備　　　 考

備　　　 考
計　（千円）

合　　　　 計

12,462,911

7,172 

職員手当の

補正の内訳

区　　　 分
時間外勤務手当

補正後

（千円）

858,855 

851,683 
補正前

比　較
7,172 

増減事由別内訳 （千円）

合　　　　 計
職員手当（千円） 計　（千円） （千円）

備　　   考増減額 （千円）

7,172 その他の増減分 7,172 

説　　  明

7,172 7,172 

区　　分

補正後

補正前

職員手当（千円）

12,470,083

比　較

補正後
12,169,485 26,300,855 31,258,863

補正前
12,162,313 26,293,683 31,251,691

7,172 7,172 7,172 

補正前
807,358 

比　較

比　較
7,172 

職員手当の

補正の内訳

区　　　 分
時間外勤務手当

（千円）

補正後
814,530 
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議案第 ７４号

専決処分の承認について

令和２年度川口市国民健康保険事業特別会計補正予算について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和２年度川口市国民健康保険事業特別会計補正予算について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年４月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和２年度川口市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度川口市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，６００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５，１３９，７００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4 県支出金 　  37,480,661 　      30,600 　  37,511,261

1 県補助金 　  37,480,661 　      30,600 　  37,511,261

歳 入 合 計 　  55,109,100 　      30,600 　  55,139,700

千円 千円 千円
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歳　出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 保険給付費 　  37,280,766 　      30,600 　  37,311,366

6 傷病手当金 　           0 　      30,600 　      30,600

歳 出 合 計 　  55,109,100 　      30,600 　  55,139,700

千円 千円 千円
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１　総　括

（歳 入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

４ 県支出金 　  37,480,661 　      30,600 　  37,511,261

　  55,109,100 　      30,600 　  55,139,700歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計
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議案第 ７５号

専決処分の承認について

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第９９条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６

９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」を

「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出し

ている場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。以下この項に

おいて同じ。）の規定は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲

げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第１０１条第１項又は第２項の規

定による申告書に前項の規定の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税

額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存して

いる場合に限り、適用する。

第１０１条第１項中「第９９条第２項」を「第９９条第３項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税につい

ては、なお従前の例による。
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議案第 ７６号

専決処分の承認について

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２２条第２号中「２８０，０００円」を「２８５，０００円」に改め、同条第

３号中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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議案第 ７７号

専決処分の承認について

川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使用料及び手数料条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使用料及び手数料条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使用料及び手数料

条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使用料及び手数料条例

の一部を改正する条例（令和元年条例第２６号）の一部を次のように改正する。

附則を次のように改める。

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条中川口市病院事業

の設置等に関する条例第１条の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ７８号

専決処分の承認について

個人情報の記載された書類の誤送付に係る和解契約の締結について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

個人情報の記載された書類の誤送付に係る和解契約の締結について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分す

る。

令和２年４月２０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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個人情報の記載された書類の誤送付に係る和解契約の締結について

次のとおり個人情報の記載された書類の誤送付に係る和解契約を締結する。

記

１ 相 手 方 戸田市在住

女 性 ２７歳

２ 和解条項

(1) 川口市は、上記の者に対し、本件により与えた損害に対する責任を認め、謝

罪するとともに今後の再発防止策を講ずることを約する。

(2) 川口市は、上記の者に対し、本件に関する解決金として、金１，０００，０

００円を令和２年５月３１日までに、上記の者の指定する金融機関口座に振込

送金して支払う。振込手数料は川口市の負担とする。

(3) 川口市と上記の者との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何ら

の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

- 79 -



議案第 ７９号

専決処分の承認について

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年４月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

附則第２４条の４の次に次の１条を加える。

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等）

第２４条の５ 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法

第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ８０号

専決処分の承認について

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和２年４月３０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項に見出しとして「（経過措置）」を付する。

附則第３項に見出しとして「（川口市国民健康保険条例の廃止）」を付する。

附則第４項に見出しとして「（法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関

する条例の廃止）」を付する。

附則第５項に見出しとして「（川口市国民健康保険運営協議会条例の廃止）」を

付する。

附則第６項の前に見出しとして「（鳩ヶ谷市の編入に伴う経過措置）」を付する。

附則に次の見出し及び７項を加える。

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金）

９ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

等（健康保険法第３条第６項に規定する賞与を除く。）をいう。以下同じ。）の

支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第

１項に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」

という。）に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症

の感染が疑われるときに限る。附則第１２項において同じ。）は、当該被保険者

（その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日（以

下この項から附則第１１項までにおいて「支給開始日」という。）が新型コロナ

ウイルス感染症のまん延の状況等を考慮し規則で定める日までの間にある者に限

る。以下同じ。）の属する世帯の世帯主に対し、支給開始日から労務に服するこ

とができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当

金を支給する。

１０ 傷病手当金の額は、１日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続し

た３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（その額に、５

円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数がある
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ときは、これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（そ

の額に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満

の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、

健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月

額の３０分の１に相当する額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを

切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げる

ものとする。）の３分の２に相当する額（その額に、５０銭未満の端数があると

きは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に

切り上げるものとする。）を超えるときは、その額とする。

１１ 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して１年６月を超えないもの

とする。

１２ 療養のため労務に服することができないときにおいて給与等の全部又は一部

を受けることができる被保険者については、これを受けることができる期間は、

傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則

第１０項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

１３ 前項に規定する被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合にお

いて、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その

全部を受けることができなかったときは附則第１０項の規定により算定される額

を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が同項の規

定により算定される額より少ないときはその差額を傷病手当金として支給する。

ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部の支給を受けたときは、そ

の額を当該支給額から控除する。

１４ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事

業主から徴収する。

１５ 附則第９項から前項までの規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の

事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律におい

て準用し、又は例による場合を含む。）、地方公務員等共済組合法又は高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定により、これに相当

する給付を受けることができる場合には、行わない。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川口市国民健康保

険条例（以下「新条例」という。）附則第９項から第１５項までの規定は、令和

２年１月１日から適用する。

（経過措置）

２ 新条例附則第９項から第１５項までの規定は、新条例附則第９項に規定する支

給開始日が令和２年１月１日以後である被保険者について、適用する。
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議案第 ８１号

専決処分の承認について

川口市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

川口市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分す

る。

令和２年５月１日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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川口市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

川口市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。

(8) 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ８２号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立青木保育所

２ 指定管理者となる団体の名称

愛知県名古屋市東区葵３丁目１５番３１号 千種ニュータワービル１７階

株式会社日本保育サービス

代表取締役 古 川 浩一郎

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立芝高木保育所

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市道合１２２１番地

学校法人大徳寺学園

理事長 後 藤 光 純

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立川口駅前保育園

２ 指定管理者となる団体の名称

愛知県名古屋市東区葵３丁目１５番３１号 千種ニュータワービル１７階

株式会社日本保育サービス

代表取締役 古 川 浩一郎

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８５号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行吉岡字大原1383番14地先 大字安行吉岡字大原1388番2地先 4.0 89.3 ①

第197-6号線

安 行
大字安行吉岡字大原1383番6地先 大字安行吉岡字大原1383番12地先 4.0 75.0 ②

第197-7号線

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８６号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

新 郷
大字新堀字沖田1015番16地先 大字新堀字沖田1019番地先 1.8 73.1

第 5 0 5 号 線

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８７号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根
大字赤芝新田字甲道下57番地先 大字赤芝新田字道上506番2地先 2.7 57.9

第 6 8 1 号 線

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８８号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行字大元726番1地先 大字安行字大元727番4地先 0.9 194.7

第 2 9 3 号 線

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ８９号

川口市農業委員会委員の任命同意について

川口市農業委員会委員に次の者を任命するため、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により同意を求める。

記

伊 藤 勝 博 昭和４０年１月２６日生 川口市大字西新井宿１０３０番

地

小 櫃 敏 文 昭和３８年１月１５日生 川口市大字安行藤八２２８番地

加 藤  江 昭和２１年１１月２０日生 川口市大字道合１２７９番地

茅 野 和 廣 昭和２７年９月１９日生 川口市大字石神１６３３番地の

２

髙 山 豊 江 昭和２０年１月６日生 川口市大字安行領家３９４番地

中 田 晋 一 昭和３６年９月１５日生 川口市大字安行６８２番地

中 村 浩 幸 昭和３６年７月２１日生 川口市江戸２丁目１２番２６号

中 山 正 二 昭和３４年１０月２９日生 川口市大字新井宿３３０番地

早 船 輝 明 昭和３１年１月８日生 川口市大字西立野４００番地

松 澤 正 久 昭和１５年１月２２日生 川口市並木２丁目９番２５－２

０２号 イニシア川口並木テラ

ス

山 岡 孝 昭和１８年１０月２５日生 川口市大字西新井宿４５８番地

山 崎 豊 昭和３８年９月１７日生 川口市大字安行原２３５６番地

の２

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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経 歴 書

氏 名 伊 藤 勝 博

生年月日 昭和４０年１月２６日

現 住 所 川口市大字西新井宿１０３０番地

平成２８年 ４月 新井宿駅と地域まちづくり協議会副会長

平成３０年１０月 認定農業者

氏 名 小 櫃 敏 文

生年月日 昭和３８年１月１５日

現 住 所 川口市大字安行藤八２２８番地

平成３０年 ５月 川口市農政審議会委員

令和 ２年 ３月 認定農業者

氏 名 加 藤  江

生年月日 昭和２１年１１月２０日

現 住 所 川口市大字道合１２７９番地

平成２８年１０月 認定農業者

平成２９年 ７月 川口市農業委員会委員

平成３０年 ５月 川口市農政審議会委員
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氏 名 茅 野 和 廣

生年月日 昭和２７年９月１９日

現 住 所 川口市大字石神１６３３番地の２

平成１３年 ４月 鳩ヶ谷市農業委員会事務局長

平成２２年 ４月 埼玉県議会議員

氏 名 髙 山 豊 江

生年月日 昭和２０年１月６日

現 住 所 川口市大字安行領家３９４番地

平成２８年１１月 認定農業者

氏 名 中 田 晋 一

生年月日 昭和３６年９月１５日

現 住 所 川口市大字安行６８２番地

平成２４年 ５月 一般社団法人川口市造園業協会理事

令和 ２年 ３月 認定農業者
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氏 名 中 村 浩 幸

生年月日 昭和３６年７月２１日

現 住 所 川口市江戸２丁目１２番２６号

平成２２年 ５月 川口市農政審議会委員

平成２９年 ３月 認定農業者

氏 名 中 山 正 二

生年月日 昭和３４年１０月２９日

現 住 所 川口市大字新井宿３３０番地

平成３１年 ２月 埼玉県インドア・グリーン協会理事長

令和 元年１１月 認定農業者

氏 名 早 船 輝 明

生年月日 昭和３１年１月８日

現 住 所 川口市大字西立野４００番地

平成２６年 ７月 川口市農業委員会委員

平成２９年 ６月 認定農業者
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氏 名 松 澤 正 久

生年月日 昭和１５年１月２２日

現 住 所 川口市並木２丁目９番２５－２０２号 イニシア川口並木テラス

平成２８年 ６月 公益財団法人川口市公園緑地公社理事

平成２９年 ７月 川口市農業委員会委員

平成３０年 ５月 川口市選挙管理委員会委員

氏 名 山 岡 孝

生年月日 昭和１８年１０月２５日

現 住 所 川口市大字西新井宿４５８番地

平成２８年１１月 認定農業者

平成２９年 ７月 川口市農業委員会委員

令和 元年 ７月 川口緑化産業団体連合会会長

氏 名 山 崎 豊

生年月日 昭和３８年９月１７日

現 住 所 川口市大字安行原２３５６番地の２

平成 ３年 ３月 有限会社山樹代表取締役

平成２８年 ３月 認定農業者

平成２９年 ７月 川口市農業委員会委員
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議案第 ９０号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

神 山 雅 子 昭和２８年９月１日生 川口市西川口３丁目３番８号

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 神 山 雅 子

生年月日 昭和２８年９月１日

現 住 所 川口市西川口３丁目３番８号

平成２４年１２月 エムトラス株式会社代表取締役

平成２６年１０月 人権擁護委員

平成２９年 ４月 西川口地区レクリエーション協会理事長

平成２９年１０月 人権擁護委員
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議案第 ９１号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

萩 原 利 夫 昭和２７年１０月２１日生 川口市中青木１丁目５番２６号

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 萩 原 利 夫

生年月日 昭和２７年１０月２１日

現 住 所 川口市中青木１丁目５番２６号

平成２０年 ４月 草加市立瀬崎中学校教頭

平成２２年 ４月 川口市立原町小学校長

平成２２年 ５月 川口市青少年育成委員

平成２６年１０月 人権擁護委員

平成２９年１０月 人権擁護委員
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議案第 ９２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

若 林 のり子 昭和２１年１０月３０日生 川口市飯原町６番５５号

令和２年６月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 若 林 のり子

生年月日 昭和２１年１０月３０日

現 住 所 川口市飯原町６番５５号

平成１４年 ５月 川口市社会教育委員

平成１８年１２月 川口市情報公開・個人情報保護運営審議会委員

平成２０年１０月 人権擁護委員

平成２３年１０月 人権擁護委員

平成２６年１０月 人権擁護委員

平成２９年１０月 人権擁護委員
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